
平
成
十
一
年
自
治
省
令
第
三
十
五
号

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
規
則

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一

号
）
第
三
十
条
の
十
八
第
一
項
、
第
三
十
条
の
二
十
一
及

び
第
三
十
条
の
二
十
八
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法

を
実
施
す
る
た
め
、
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
規
則
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

（
住
民
票
コ
ー
ド
）

第
一
条
　
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八

十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
十
三
号

に
規
定
す
る
住
民
票
コ
ー
ド
は
、
次
に
掲
げ
る
数
字
を

そ
の
順
序
に
よ
り
組
み
合
わ
せ
て
定
め
る
も
の
と
す

る
。

一
　
無
作
為
に
作
成
さ
れ
た
十
け
た
の
数
字

二
　
一
け
た
の
検
査
数
字
（
住
民
票
コ
ー
ド
を
電
子
計

算
機
に
入
力
す
る
と
き
の
誤
り
を
検
出
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
算
式
に
よ
り
算

出
さ
れ
る
数
字
を
い
う
。
）

（
転
入
通
知
の
方
法
）

第
二
条
　
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
電

子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
（
電

子
計
算
機
に
よ
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の

事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
機
器
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的

基
準
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
。

２
　
法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る

場
合
は
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に
よ

り
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
が
で
き
な
い
場
合
と

す
る
。

（
住
民
票
を
消
除
す
る
場
合
の
通
知
の
方
法
）

第
三
条
　
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政

令
第
二
百
九
十
二
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十

三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
電
子
計
算
機
の

操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
送

信
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
は
、
総
務

大
臣
が
定
め
る
。

（
本
人
等
の
請
求
に
係
る
住
民
票
の
写
し
の
交
付
の
特

例
の
請
求
手
続
）

第
四
条
　
法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
住

民
票
の
写
し
の
交
付
の
請
求
を
す
る
者
は
、
同
項
に
基

づ
く
住
民
票
の
写
し
の
交
付
の
請
求
で
あ
る
旨
並
び
に

次
項
に
規
定
す
る
書
類
を
提
示
し
た
場
合
に
は
、
そ
の

者
の
住
民
票
コ
ー
ド
又
は
出
生
の
年
月
日
及
び
男
女
の

別
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
書
類
は
、
旅
券
、
運
転
免
許
証
そ
の
他
官
公
署

が
発
行
し
た
免
許
証
、
許
可
証
又
は
資
格
証
明
書
等

（
本
人
の
写
真
が
貼
付
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ

て
当
該
請
求
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め

市
町
村
長
（
特
別
区
に
あ
つ
て
は
区
長
、
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二

条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
区
長
又
は

総
合
区
長
。
第
六
条
及
び
第
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
適
当
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

（
本
人
等
の
請
求
に
係
る
住
民
票
の
写
し
の
交
付
の
特

例
の
際
の
通
知
の
方
法
）

第
五
条
　
法
第
十
二
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

は
、
電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準

に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
。

（
戸
籍
の
附
票
の
記
載
の
修
正
の
た
め
の
通
知
の
方
法
）

第
五
条
の
二
　
法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

は
、
電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準

に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
。

２
　
法
第
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め

る
場
合
は
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に

よ
り
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
が
で
き
な
い
場
合

と
す
る
。

（

初
の
転
入
届
の
手
続
）

第
六
条
　
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

初

の
転
入
届
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
市
町
村
長
に
対

し
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
以
下

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い

る
旨
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
等
に
関

す
る
届
出
の
特
例
の
際
の
通
知
の
方
法
）

第
七
条
　
法
第
二
十
四
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
通

知
は
、
電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
電
気

通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基

準
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
。

（
転
出
地
市
町
村
長
か
ら
転
入
地
市
町
村
長
へ
の
通
知

事
項
）

第
七
条
の
二
　
令
第
二
十
四
条
の
三
第
七
号
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
個
人
番
号
カ
ー
ド

が
真
正
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
転
入

地
市
町
村
長
が
用
い
る
符
号
そ
の
他
個
人
番
号
カ
ー
ド

の
管
理
の
た
め
に
必
要
な
事
項
と
す
る
。

（
現
に
届
出
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
者
を
特
定
す
る
方

法
）

第
八
条
　
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
示
若

し
く
は
提
出
又
は
説
明
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
個
人
番
号
カ
ー
ド
又
は
旅
券
、
運
転
免
許
証
そ
の

他
官
公
署
が
発
行
し
た
免
許
証
、
許
可
証
若
し
く
は

資
格
証
明
書
等
（
本
人
の
写
真
が
貼
付
さ
れ
た
も
の

に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
現
に
届
出
の
任
に
当
た
っ
て

い
る
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
市
町

村
長
が
適
当
と
認
め
る
書
類
を
提
示
す
る
方
法

二
　
前
号
の
書
類
を
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
提
示

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
現
に
届
出
の
任

に
当
た
っ
て
い
る
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
た
め
市
町
村
長
が
適
当
と
認
め
る
書
類
を
提
示

し
、
若
し
く
は
提
出
す
る
方
法
又
は
同
一
の
世
帯
の

住
民
基
本
台
帳
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
説
明
さ
せ
る

方
法
そ
の
他
の
市
町
村
長
が
前
号
に
準
ず
る
も
の
と

し
て
適
当
と
認
め
る
方
法

（
届
出
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
事
項
）

第
八
条
の
二
　
法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
氏
名
及
び
住
所
そ
の
他
の
市

町
村
長
が
適
当
と
認
め
る
事
項
と
す
る
。

（
届
出
を
す
る
者
の
代
理
人
等
の
権
限
を
明
ら
か
に
す

る
方
法
）

第
八
条
の
三
　
法
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
提

示
若
し
く
は
提
出
又
は
説
明
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方

法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町

村
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
届
出
を
す
る
者
が
本

人
で
あ
る
か
ど
う
か
の
確
認
を
す
る
た
め
、
必
要
な
事

項
を
示
す
書
類
の
提
示
若
し
く
は
提
出
又
は
こ
れ
ら
の

事
項
に
つ
い
て
の
説
明
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
現
に
届
出
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
者
が
法
定
代
理

人
の
場
合
に
は
、
戸
籍
謄
本
そ
の
他
そ
の
資
格
を
証

明
す
る
書
類
を
提
示
し
、
又
は
提
出
す
る
方
法

二
　
現
に
届
出
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
者
が
法
定
代
理

人
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
委
任
状
を
提
出
す

る
方
法

三
　
前
二
号
の
書
類
を
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
提

示
し
、
又
は
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

は
、
届
出
を
す
る
者
の
依
頼
に
よ
り
又
は
法
令
の
規

定
に
よ
り
当
該
届
出
の
任
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
説
明
す
る
書
類
を
提
示
し
、
又
は
提
出
さ
せ
る

方
法
そ
の
他
の
市
町
村
長
が
前
二
号
に
準
ず
る
も
の

と
し
て
適
当
と
認
め
る
方
法

（
基
礎
年
金
番
号
の
付
記
が
さ
れ
た
書
面
で
届
出
を
す

る
場
合
の
添
付
書
類
）

第
八
条
の
四
　
令
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
礎
年

金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
で
総
務

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
（
昭

和
三
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
の

基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
確

認
す
る
た
め
市
町
村
長
が
適
当
と
認
め
る
書
類
と
す

る
。

（
住
民
票
コ
ー
ド
の
指
定
等
）

第
九
条
　
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
住
民

票
コ
ー
ド
の
指
定
は
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム

機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
市
町
村
の
人
口

等
を
勘
案
し
、
無
作
為
に
抽
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。

２
　
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
）
は
、
住
民

票
に
記
載
す
る
こ
と
の
で
き
る
住
民
票
コ
ー
ド
が
不
足

す
る
と
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
機
構
に
対
し
、
当
該
不

足
す
る
と
見
込
ま
れ
る
数
の
住
民
票
コ
ー
ド
に
つ
い
て

法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
通

知
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
住
民
票
コ
ー
ド
の
記
載
の
変
更
請
求
書
の
提
出
の
際

に
提
示
す
る
書
類
）

第
九
条
の
二
　
令
第
三
十
条
の
三
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類
で

あ
っ
て
、
請
求
者
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と

す
る
。

一
　
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
そ
の
他

法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
交
付

さ
れ
た
書
類
で
あ
っ
て
当
該
請
求
者
が
本
人
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
た
め
市
町
村
長
が
適
当
と
認
め
る

も
の

二
　
前
号
に
掲
げ
る
書
類
を
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ

り
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
請

求
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
市
町
村

長
が
適
当
と
認
め
る
書
類

（
住
民
票
コ
ー
ド
の
記
載
の
変
更
請
求
書
の
記
載
事
項
）

第
十
条
　
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
住
民
票
コ
ー
ド
の
記
載
の
変
更
を
請
求
し

よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
住
民
票
コ
ー
ド
と

す
る
。

（
都
道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
住
民
票
の
記
載
等
に
関

す
る
事
項
）

第
十
一
条
　
令
第
三
十
条
の
五
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
記
載
の
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
次
号
に
掲

げ
る
届
出
を
除
く
。
）
に
基
づ
き
住
民
票
の
記
載
を

行
っ
た
場
合
　
国
内
転
入

二
　
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
国
外
か
ら

転
入
を
す
る
旨
の
届
出
に
限
る
。
）
並
び
に
第
三
十

条
の
四
十
六
及
び
第
三
十
条
の
四
十
七
の
規
定
に
よ

る
届
出
に
基
づ
き
住
民
票
の
記
載
を
行
っ
た
場
合
　

国
外
転
入
等

1



三
　
出
生
の
届
出
（
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

二
百
二
十
四
号
）
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
出
生
の

届
出
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

受
理
に
伴
い
住
民
票
の
記
載
を
行
っ
た
場
合
又
は
法

第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
出
生
の
届
出

の
受
理
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
基
づ
き
住
民
票

の
記
載
を
行
っ
た
場
合
　
出
生

四
　
令
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
住
民
票
の

記
載
を
行
っ
た
場
合
　
職
権
記
載
等
（
帰
化
等
）

五
　
令
第
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
住
民
票
の

記
載
を
行
っ
た
場
合
　
職
権
記
載
等
（
国
籍
喪
失
）

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
職
権
記

載
等

２
　
令
第
三
十
条
の
五
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
消
除
の
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
次
号
に
掲

げ
る
届
出
を
除
く
。
）
に
基
づ
き
住
民
票
の
消
除
を

行
っ
た
場
合
　
国
内
転
出

二
　
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
国
外
に
転

出
を
す
る
旨
の
届
出
に
限
る
。
）
に
基
づ
き
住
民
票

の
消
除
を
行
っ
た
場
合
　
国
外
転
出

三
　
死
亡
の
届
出
（
戸
籍
法
第
八
十
六
条
に
規
定
す
る

死
亡
の
届
出
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
受
理
に
伴
い
住
民
票
の
消
除
を
行
っ
た
場

合
又
は
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
死

亡
の
届
出
の
受
理
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
基
づ

き
住
民
票
の
消
除
を
行
っ
た
場
合
　
死
亡

四
　
令
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
住
民
票
の

消
除
を
行
っ
た
場
合
　
職
権
消
除
等
（
帰
化
等
）

五
　
令
第
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
住
民
票
の

消
除
を
行
っ
た
場
合
　
職
権
消
除
等
（
国
籍
喪
失
）

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
職
権
消

除
等

３
　
令
第
三
十
条
の
五
第
三
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
記
載
の
修
正
の
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
基
づ
き
住

民
票
の
記
載
の
修
正
を
行
っ
た
場
合
　
転
居

二
　
次
に
掲
げ
る
氏
名
又
は
住
所
に
係
る
記
載
の
修
正

を
行
っ
た
場
合
　
軽
微
な
修
正

イ
　
常
用
平
易
な
文
字
（
戸
籍
法
第
五
十
条
第
一
項

に
規
定
す
る
常
用
平
易
な
文
字
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
以
外
の
文
字
の
常
用
平
易
な
文
字
へ
の
変

更
に
伴
う
氏
名
又
は
住
所
に
係
る
記
載
の
修
正

ロ
　
文
字
の
同
定
に
伴
う
氏
名
又
は
住
所
に
係
る
記

載
の
修
正
（
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ハ
　
行
政
区
画
、
郡
、
区
、
市
町
村
内
の
町
若
し
く

は
字
又
は
こ
れ
ら
の
名
称
の
変
更
に
伴
う
住
所
に

係
る
記
載
の
修
正

ニ
　
地
番
の
変
更
に
伴
う
住
所
に
係
る
記
載
の
修
正

ホ
　
住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法

律
第
百
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
又

は
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
住
居
表
示
の
実
施
又
は

変
更
に
伴
う
住
所
に
係
る
記
載
の
修
正

ヘ
　
共
同
住
宅
、
寄
宿
舎
、
下
宿
、
病
院
、
診
療

所
、
児
童
福
祉
施
設
、
ホ
テ
ル
、
旅
館
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
名
称
又

は
建
物
の
賃
貸
人
の
変
更
に
伴
う
住
所
に
係
る
記

載
の
修
正

ト
　
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務

大
臣
が
適
当
と
認
め
る
も
の
に
伴
う
氏
名
又
は
住

所
に
係
る
記
載
の
修
正

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
職
権
修

正
等

４
　
令
第
三
十
条
の
五
第
四
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
記
載
の
修
正
の
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一
　
番
号
利
用
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
個
人

番
号
の
指
定
の
請
求
に
基
づ
き
個
人
番
号
の
記
載
の

修
正
を
行
っ
た
場
合
　
個
人
番
号
の
変
更
請
求

二
　
番
号
利
用
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
権

で
個
人
番
号
の
記
載
の
修
正
を
行
っ
た
場
合
　
個
人

番
号
の
職
権
修
正

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
個
人
番
号

の
職
権
記
載
等

５
　
令
第
三
十
条
の
五
第
五
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
記
載
の
修
正
の
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一
　
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
請

求
に
基
づ
き
住
民
票
コ
ー
ド
の
記
載
の
修
正
を
行
っ

た
場
合
　
住
民
票
コ
ー
ド
の
変
更
請
求

二
　
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
住
民
票
コ
ー

ド
の
職
権
記
載
等

（
都
道
府
県
知
事
へ
の
通
知
の
方
法
）

第
十
二
条
　
法
第
三
十
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通

知
は
、
電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
電
気

通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基

準
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
。

（
都
道
府
県
に
お
け
る
本
人
確
認
情
報
の
記
録
及
び
保

存
の
方
法
）

第
十
三
条
　
法
第
三
十
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
本

人
確
認
情
報
の
記
録
及
び
保
存
は
、
電
子
計
算
機
の
操

作
に
よ
る
も
の
と
し
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
及
び

そ
の
保
存
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ
い
て

は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
。

（
機
構
へ
の
通
知
の
方
法
）

第
十
四
条
　
法
第
三
十
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通

知
は
、
電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
電
気

通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基

準
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
。

（
機
構
に
お
け
る
本
人
確
認
情
報
の
記
録
及
び
保
存
の

方
法
）

第
十
五
条
　
法
第
三
十
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
本

人
確
認
情
報
の
記
録
及
び
保
存
は
、
電
子
計
算
機
の
操

作
に
よ
る
も
の
と
し
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
及
び

そ
の
保
存
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ
い
て

は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
。

（
国
の
機
関
等
へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
方
法
）

第
十
六
条
　
令
第
三
十
条
の
八
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規

定
に
よ
る
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
同
条
に
規

定
す
る
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
提
供
は
、
電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ
る
も

の
と
し
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
又
は
磁
気
デ

ィ
ス
ク
の
送
付
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ
い

て
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
。

（
通
知
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
へ

の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
方
法
）

第
十
七
条
　
令
第
三
十
条
の
九
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規

定
に
よ
る
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
は
、

電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
電
気
通
信
回

線
を
通
じ
た
送
信
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
送
付
の
方
法

に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
定

め
る
。

（
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
執
行
機
関
へ
の

本
人
確
認
情
報
の
提
供
方
法
）

第
十
八
条
　
令
第
三
十
条
の
十
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規

定
に
よ
る
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
は
、

電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
電
気
通
信
回

線
を
通
じ
た
送
信
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
送
付
の
方
法

に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
定

め
る
。

（
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町

村
の
執
行
機
関
へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
方
法
）

第
十
九
条
　
令
第
三
十
条
の
十
一
第
一
号
及
び
第
二
号
の

規
定
に
よ
る
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供

は
、
電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
た
送
信
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
送
付
の

方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣

が
定
め
る
。

（
通
知
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
へ

の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
方
法
）

第
二
十
条
　
法
第
三
十
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
機

構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
法
第
三
十
条
の
九
に
規
定
す

る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
提
供
は
、
電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技
術

的
基
準
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
。

（
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
都
道
府
県
知
事

へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
方
法
）

第
二
十
条
の
二
　
法
第
三
十
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
は
、
電
子
計
算

機
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
は
、

総
務
大
臣
が
定
め
る
。

（
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町

村
の
市
町
村
長
へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
方
法
）

第
二
十
条
の
三
　
法
第
三
十
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
は
、
電
子
計
算

機
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
は
、

総
務
大
臣
が
定
め
る
。

（
都
道
府
県
知
事
以
外
の
当
該
都
道
府
県
の
執
行
機
関

へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
方
法
）

第
二
十
一
条
　
令
第
三
十
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
特
定

都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
（
同
条
に
規
定
す

る
特
定
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
）

の
提
供
は
、
電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の

送
付
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
は
、
総

務
大
臣
が
定
め
る
。

（
本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
）

第
二
十
一
条
の
二
　
法
第
三
十
条
の
十
五
第
四
項
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お

り
と
す
る
。

一
　
番
号
利
用
法
第
八
条
第
二
項
及
び
第
十
六
条
の
二

に
規
定
す
る
事
務

二
　
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
個

人
番
号
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
特
定
個
人
情
報
の
提

供
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
総
務
省
令
第

八
十
五
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
事
務

（
機
構
に
お
け
る
本
人
確
認
情
報
及
び
住
民
票
コ
ー
ド

の
提
供
状
況
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
作
成
及
び
公
表
）

第
二
十
二
条
　
法
第
三
十
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
る
報
告

書
の
作
成
及
び
公
表
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
き
報
告
書
を
作
成
し
、
官
報
に
公
告
し
、
か
つ
、
機

構
の
事
務
所
に
備
え
て
置
き
、
五
年
間
、
一
般
の
閲
覧

に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
先
、
機
構
保
存

本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
年
月
、
提
供
し
た
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機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
件
数
及
び
機
構
保
存
本

人
確
認
情
報
の
提
供
の
方
法

二
　
住
民
票
コ
ー
ド
の
提
供
を
行
っ
た
年
月
、
提
供
し

た
住
民
票
コ
ー
ド
の
件
数

（
本
人
確
認
情
報
管
理
規
程
の
記
載
事
項
）

第
二
十
三
条
　
法
第
三
十
条
の
十
七
第
一
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
三
十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に

係
る
本
人
確
認
情
報
（
以
下
「
本
人
確
認
情
報
」
と

い
う
。
）
の
適
正
な
管
理
に
関
す
る
職
員
の
意
識
の

啓
発
及
び
教
育
に
関
す
る
事
項

二
　
法
第
三
十
条
の
十
七
第
一
項
に
定
め
る
事
務
（
以

下
「
本
人
確
認
情
報
処
理
事
務
」
と
い
う
。
）
の
実

施
に
係
る
事
務
を
統
括
管
理
す
る
者
に
関
す
る
事
項

三
　
本
人
確
認
情
報
の
消
去
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め

の
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項

四
　
本
人
確
認
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
及
び
毀
損
を
防

止
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

五
　
本
人
確
認
情
報
処
理
事
務
に
関
す
る
帳
簿
、
書

類
、
資
料
及
び
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
保
存
に
関
す
る

事
項

六
　
本
人
確
認
情
報
処
理
事
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘

密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

七
　
本
人
確
認
情
報
の
処
理
に
係
る
電
子
計
算
機
及
び

端
末
装
置
を
設
置
す
る
場
所
の
入
出
場
の
管
理
そ
の

他
こ
れ
ら
の
施
設
へ
の
不
正
な
ア
ク
セ
ス
を
予
防
す

る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

八
　
本
人
確
認
情
報
の
処
理
に
係
る
電
子
計
算
機
及
び

端
末
装
置
が
不
正
に
操
作
さ
れ
た
疑
い
が
あ
る
場
合

に
お
け
る
調
査
そ
の
他
不
正
な
操
作
に
対
す
る
必
要

な
措
置
に
関
す
る
事
項

九
　
本
人
確
認
情
報
処
理
事
務
の
実
施
に
係
る
監
査
に

関
す
る
事
項

十
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
本
人
確
認
情
報

の
適
切
な
管
理
を
図
る
た
め
の
必
要
な
措
置
に
関
す

る
事
項

２
　
機
構
は
、
法
第
三
十
条
の
十
七
第
一
項
前
段
の
規
定

に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を

記
載
し
た
申
請
書
に
本
人
確
認
情
報
管
理
規
程
を
添
え

て
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
機
構
は
、
法
第
三
十
条
の
十
七
第
一
項
後
段
の
規
定

に
よ
る
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

（
帳
簿
の
記
載
）

第
二
十
四
条
　
法
第
三
十
条
の
十
八
の
総
務
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
先
、
機

構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
年
月
日
、
提

供
し
た
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
件
数
及
び
機
構
保

存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
の
方
法
と
す
る
。

第
二
十
五
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
　
削
除

（
旧
氏
の
記
載
、
変
更
及
び
削
除
に
係
る
請
求
書
の
記

載
事
項
）

第
四
十
二
条
　
令
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
、
第
三
項
及

び
第
四
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

氏
名
、
住
所
並
び
に
住
民
票
コ
ー
ド
又
は
出
生
の
年
月

日
及
び
男
女
の
別
と
す
る
。

（
旧
氏
の
記
載
及
び
変
更
に
係
る
請
求
書
の
提
出
の
際

に
添
付
す
る
書
類
）

第
四
十
三
条
　
令
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
及
び
第
三
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
面
は
、
戸
籍
法
第

十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
除
籍
謄
本
等
と
す
る
。

（
旧
氏
記
載
者
に
関
す
る
読
替
え
）

第
四
十
四
条
　
令
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る

旧
氏
記
載
者
に
係
る
第
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
次
に
掲
げ
る
氏
名
」

と
あ
る
の
は
「
次
に
掲
げ
る
氏
名
及
び
令
第
三
十
条
の

十
三
に
規
定
す
る
旧
氏
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旧

氏
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
号
ロ
及
び
ト
中
「
氏
名
」
と

あ
る
の
は
「
氏
名
及
び
旧
氏
」
と
す
る
。

（
通
称
の
記
載
及
び
削
除
に
係
る
申
出
書
の
記
載
事
項
）

第
四
十
五
条
　
令
第
三
十
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
氏
名
、
住
所
並
び
に
住

民
票
コ
ー
ド
又
は
出
生
の
年
月
日
及
び
男
女
の
別
並
び

に
令
第
三
十
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
通
称
（
以

下
「
通
称
」
と
い
う
。
）
と
し
て
記
載
を
求
め
る
呼
称

が
国
内
に
お
け
る
社
会
生
活
上
通
用
し
て
い
る
こ
と
そ

の
他
の
居
住
関
係
の
公
証
の
た
め
に
住
民
票
に
記
載
さ

れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
の
説
明

と
す
る
。

２
　
令
第
三
十
条
の
十
六
第
四
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
氏
名
、
住
所
並
び
に
住
民
票
コ
ー

ド
又
は
出
生
の
年
月
日
及
び
男
女
の
別
と
す
る
。

（
外
国
人
住
民
に
係
る
住
民
票
に
通
称
が
記
載
さ
れ
て

い
る
場
合
の
読
替
え
）

第
四
十
六
条
　
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
外
国

人
住
民
（
以
下
「
外
国
人
住
民
」
と
い
う
。
）
に
係
る

住
民
票
に
通
称
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
第

十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
第

二
号
中
「
次
に
掲
げ
る
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
次
に
掲

げ
る
氏
名
及
び
令
第
三
十
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す

る
通
称
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
通
称
」
と
い
う
。
）

」
と
、
同
号
ロ
及
び
ト
中
「
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
氏

名
及
び
通
称
」
と
す
る
。

（
在
留
カ
ー
ド
に
代
わ
る
書
類
等
）

第
四
十
七
条
　
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定

法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍

を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の

一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第

七
十
九
号
。
次
項
に
お
い
て
「
入
管
法
等
改
正
法
」
と

い
う
。
）
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
出
入
国
在

留
管
理
庁
長
官
が
中
長
期
在
留
者
（
出
入
国
管
理
及
び

難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
入
管
法
」
と
い
う
。
）
第
十

九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
を
い
う
。
）
に

対
し
、
出
入
国
港
に
お
い
て
在
留
カ
ー
ド
（
入
管
法
第

十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
を
い
う
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
と
す
る
。

２
　
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定

め
る
書
類
は
、
入
管
法
等
改
正
法
附
則
第
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
後
日
在
留
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
旨
の

記
載
が
さ
れ
た
旅
券
と
す
る
。

（
中
長
期
在
留
者
等
が
住
所
を
定
め
た
場
合
の
転
入
届

の
特
例
）

第
四
十
八
条
　
法
第
三
十
条
の
四
十
六
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
法
第
三
十
条
の
四
十
六
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留

者
等
で
、
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
な
い
も

の
が
新
た
に
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
定
め
た

場
合

二
　
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
（
法
第
三
十
条
の
四

十
五
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
住

民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
法
第
三

十
条
の
四
十
六
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
等
と
な

っ
た
後
に
転
入
を
し
た
場
合

（
外
国
語
で
作
成
し
た
文
書
へ
の
訳
文
の
添
付
）

第
四
十
九
条
　
法
第
三
十
条
の
四
十
八
又
は
第
三
十
条
の

四
十
九
に
規
定
す
る
世
帯
主
と
の
続
柄
を
証
す
る
文
書

で
外
国
語
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

翻
訳
者
を
明
ら
か
に
し
た
訳
文
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
外
国
人
住
民
の
世
帯
主
と
の
続
柄
を
証
す
る
文
書
の

提
出
を
要
し
な
い
場
合
）

第
五
十
条
　
令
第
三
十
条
の
十
九
第
四
号
の
総
務
省
令
で

定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
世
帯
主
で
な
い
外
国
人
住
民
が
法
第
二
十
五
条
の

規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
場
合

二
　
令
第
八
条
、
第
八
条
の
二
、
第
十
条
又
は
第
十
二

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
消
除
さ
れ
た
住
民
票
、
戸

籍
に
関
す
る
届
書
、
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
又
は
法

第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
書
面
そ

の
他
の
世
帯
主
で
な
い
外
国
人
住
民
と
そ
の
世
帯
主

と
の
親
族
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書

類
を
住
所
地
市
町
村
長
が
保
存
し
て
い
る
場
合

（
市
町
村
に
お
け
る
本
人
確
認
情
報
の
記
録
及
び
保
存

の
方
法
）

第
五
十
一
条
　
令
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
本

人
確
認
情
報
の
記
録
及
び
保
存
は
、
電
子
計
算
機
の
操

作
に
よ
る
も
の
と
し
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
及
び

そ
の
保
存
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ
い
て

は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
。

（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
の
適
用
）

第
五
十
二
条
　
法
及
び
令
の
規
定
に
よ
る
申
請
等
（
情
報

通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。
）
第
三

条
第
八
号
に
規
定
す
る
申
請
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
情
報
通
信
技
術
活
用
法

第
六
条
第
六
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同

項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
申
請
等

を
す
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
必

要
が
あ
り
、
か
つ
、
申
請
等
に
係
る
書
面
等
（
情
報
通

信
技
術
活
用
法
第
三
条
第
五
号
に
規
定
す
る
書
面
等
を

い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
に
そ
の
原
本

を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
場
合
と
し
、
当

該
場
合
に
該
当
す
る
申
請
等
は
、
法
第
二
十
二
条
第
一

項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
（
法
第
二
十
四
条
の

二
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
場
合
を
除
く
。
）
、
第
二
十
五
条
、
第
三
十
条
の
四

第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
四
十
六
か
ら
第
三
十
条
の
四

十
八
ま
で
並
び
に
令
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
及
び
第

三
項
並
び
に
第
三
十
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

申
請
等
と
す
る
。

２
　
法
及
び
令
の
規
定
に
よ
る
処
分
通
知
等
（
情
報
通
信

技
術
活
用
法
第
三
条
第
九
号
に
規
定
す
る
処
分
通
知
等

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
を
適
用

す
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定

め
る
場
合
は
、
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対

面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
処

分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
交
付

す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
場
合
と
し
、
当
該
場
合

に
該
当
す
る
処
分
通
知
等
は
、
令
第
二
十
四
条
の
規
定

に
よ
る
処
分
通
知
等
と
す
る
。
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附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
月
二
八
日
自
治
省
令

第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
と
し
て
三
条
を
加
え
る

改
正
規
定
（
第
一
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
住

民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一

年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
附
則
第
一
条
本
文
の
政
令
で

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
四
日
自
治
省
令

第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
〇
月
一
〇
日
総
務
省

令
第
一
三
五
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
五
月
一
二
日
総
務
省
令

第
八
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の

日
（
平
成
十
五
年
八
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
第
三
条
の
次
に
五
条
を
加
え
る
改
正
規
定

（
第
四
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
九
月
二
九
日
総
務
省
令

第
一
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
日
総
務
省
令
第

三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
八
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
五
日
総
務
省
令

第
一
〇
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
二
八
日
総
務
省
令

第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
五
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
二
五
日
総
務
省
令

第
二
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
日
か
ら
施

行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
住
民
基
本
台
帳
法
施
行

規
則
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
発
行

さ
れ
る
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ

の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
発
行
さ
れ
た
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
記
様
式
第
１
中
「
図

形
１
」
の
部
分
及
び
備
考
４
並
び
に
別
記
様
式
第
２
中

「
図
形
１
」
の
部
分
及
び
備
考
４
に
つ
い
て
は
、
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

を
発
行
す
る
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
）

が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
当
分
の
間

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
二
月
二
七
日
総
務
省

令
第
一
一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
五
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十

一
条
の
改
正
規
定
及
び
第
四
十
四
条
の
次
に
六
条
を

加
え
る
改
正
規
定
　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍

を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法

の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法

律
第
七
十
九
号
）
の
施
行
の
日

二
　
附
則
第
二
条
の
規
定
　
公
布
の
日

（
外
国
人
住
民
に
係
る
住
民
票
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
改
正
法
附
則
第
三
条
第
五
項

に
規
定
す
る
通
知
を
受
け
た
後
、
同
条
第
一
項
に
規
定

す
る
仮
住
民
票
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
仮
住
民

票
」
と
い
う
。
）
の
記
載
事
項
の
う
ち
改
正
法
に
よ
る

改
正
後
の
住
民
基
本
台
帳
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二

号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
の
あ
っ
た
場
合

に
お
い
て
、
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
三
号
）

附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
仮
住
民
票
の
記
載
の

修
正
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
月
二
〇
日
総
務
省
令

第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
月
三
〇
日
総
務
省
令

第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定

は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の

日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令

第
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
一
六
日
総
務
省
令

第
七
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
番
号
利

用
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規

定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
条
中
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認

証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
条
の
二
を

第
三
十
七
条
と
し
、
同
条
の
次
に
三
節
及
び
章
名
を

加
え
る
改
正
規
定
（
第
六
十
五
条
及
び
第
六
十
七
条

か
ら
第
六
十
九
条
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並

び
に
第
十
三
条
の
規
定
　
公
布
の
日

二
　
略

三
　
第
六
条
の
規
定
　
番
号
利
用
法
附
則
第
一
条
第
五

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
番
号
利
用
法
整
備
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和

四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
旧
住
民
基
本
台
帳
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
の
四
十

四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
次
項
に
お
い
て

「
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
は
、
番
号
利
用

法
整
備
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
住
民
基
本
台
帳
法
第
三

十
条
の
四
十
四
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
効
力
を
失

う
時
ま
で
の
間
は
、
番
号
利
用
法
第
二
条
第
七
項
に
規

定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
次
項
に
お
い
て
「
個
人
番

号
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
第
五
条
及
び

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
住
民
基
本
台
帳
法
施

行
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２
　
次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
二
の
様
式

に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
番
号
利
用
法
整
備
法
第

二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
た
旧
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十

四
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
効
力
を
失
う
時
ま
で
の

間
は
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
と
み
な
す
。

一
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
住
民
基
本
台
帳

の
一
部
の
写
し
の
閲
覧
及
び
住
民
票
の
写
し
等
の
交

付
に
関
す
る
省
令
第
二
条
第
三
項
第
一
号
、
第
五
条

第
一
号
、
第
九
条
第
二
号
及
び
第
十
一
条
第
一
号
イ

二
　
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
子
署
名
等
に

係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業

務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
新

公
的
個
人
認
証
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条

第
一
項
第
一
号
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
第
一
号

（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
同
条

第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
第
二
項
第
一
号
（
同
条
第
三
項
及
び
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十

五
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号
並
び
に
第

七
十
六
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号

三
　
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
武
力
攻
撃
事

態
等
に
お
け
る
安
否
情
報
の
収
集
及
び
報
告
の
方
法

並
び
に
安
否
情
報
の
照
会
及
び
回
答
の
手
続
そ
の
他

の
必
要
な
事
項
を
定
め
る
省
令
第
三
条
第
二
項

四
　
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
統
計
法
施
行

規
則
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
新
統
計
法
施
行
規

則
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
（
新
統

計
法
施
行
規
則
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）

五
　
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
携
帯
音
声
通

信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本
人
確
認
等
及
び
携

帯
音
声
通
信
役
務
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
新
携
帯

音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本
人
確
認
等

及
び
携
帯
音
声
通
信
役
務
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一

項
第
一
号
イ
（
新
携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契

約
者
等
の
本
人
確
認
等
及
び
携
帯
音
声
通
信
役
務
の

不
正
な
利
用
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十

一
条
第
六
項
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

十
三
条
第
三
項
、
第
十
四
条
第
三
項
並
び
に
第
二
十

四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
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附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
五
月
二
九
日
総
務
省
令

第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
八
日
総
務
省
令

第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
一
五
日
総
務
省
令
第

六
号
）

こ
の
省
令
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
等
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令
第
百
五
十
二

号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
一
月
五
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
一
二
日
総
務
省
令
第

一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政

手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政

運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続

等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
六

号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
総
務
省
令

第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政

手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政

運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続

等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
六

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
五
月
二
五
日
総
務
省
令
第

五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
〇
月
三
〇
日
総
務
省
令

第
九
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
二
七
日
総
務
省
令
第

八
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
二
九
日
総
務
省
令
第

二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
二
八
日
総
務
省
令

第
八
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
二
月
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

別
記
様
式
第
１
（
第
３
７
条
関
係
）

別記様式第1(第37条関係) 

住民基本台帳カード 

 

              交付地市町村名 

  

図 形 1 

   年  月  日まで有効 

 

 

 

 

   氏 名 

  

図 形 2 

  

備考1 大きさは、縦53.92mm以上54.03mm以下、横85.47mm以上85.72mm以下とする。 

  2 半導体集積回路を組み込む。 

  3 裏面には追記欄を設ける。 

  4 様式中「図形1」の部分については、別紙図形を用いること。 

  5 様式中「図形2」の部分については、総務大臣が定める技術的基準によるものとす

る。 

  6 その他、必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができる。 

別
記
様
式
第
２
（
第
３
７
条
関
係
）

別記様式第2(第37条関係) 

住民基本台帳カード 

 

              交付地市町村名 

  

図 形 1 

   年  月  日まで有効 

 

   生年月日     性別 

 

   氏 名 

 

   住 所 

 

    

写

真 

  

  

図 形 2 

  

  

備考1 大きさは、縦53.92mm以上54.03mm以下、横85.47mm以上85.72mm以下とする。 

  2 半導体集積回路を組み込む。 

  3 裏面には追記欄を設ける。 

  4 様式中「図形1」の部分については、別紙図形を用いること。 

  5 様式中「図形2」の部分については、総務大臣が定める技術的基準によるものとす

る。 

  6 その他、必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができる。 

別
紙
図
形
（
別
記
様
式
第
１
及
び
別
記
様
式
第
２
関
係
）

別紙図形(別記様式第1及び別記様式第2関係) 

 

備考1 大きさは、縦7.42mm横8.87mmとする。 

  2 その他、住民基本台帳カードの偽造を防止するための技術を施したものとする。 
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